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枠組壁工法構造用製材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件 新旧対照条文

○枠組壁工法構造用製材の格付の表示の様式及び表示の方法（昭和４９年８月６日農林水産省告示第７５７号） （下線部分は改正部分）

新（平成２７年３月９日農林水産省告示第５１５号） 旧

枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法 枠組壁工法構造用製材の格付の表示の様式及び表示の方法

１ 様式 １ 様式

(1) 甲種枠組材 (1) 甲種枠組材

（図略） （図略）

ア～オ （略） ア～オ （略）

［削る。］ カ 文字及び縁の色は、黒とする。

カ 性能区分及び薬剤名は、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農 キ 等級、性能区分及び薬剤名は、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格（昭和４９年７月８

林規格（昭和４９年７月８日農林省告示第６００号）に規定する表示の方法により記載する。 日農林省告示第６００号）に規定する表示の方法により記載する。

キ （略） ク （略）

(2) 乙種枠組材 (2) 乙種枠組材

（図略） （図略）

ア～カ （略） ア～カ （略）

［削る。］ キ 文字及び縁の色は、黒とする。

キ 性能区分及び薬剤名は、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農 ク 等級、性能区分及び薬剤名は、枠組壁工法構造用製材の日本農林規格（昭和４９年７月８

林規格に規定する表示の方法により記載する。 日農林省告示第６００号）に規定する表示の方法により記載する。

ク （略） ケ （略）

(3) ＭＳＲ枠組材 (3) ＭＳＲ製材

（図略） （図略）

ア～エ （略） ア～エ （略）

(4) たて枠用たて継ぎ材 ［新設］

ア 円の外径は25㎜以上とする。

イ 円の縁の幅は、円の外径の とする。
１
｜


ウ ＪＡＳの文字の高さは、円の外径の とする。
３
｜
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エ 認定機関名は、略称を記載することができる。

(5) 甲種たて継ぎ材 ［新設］

ア 円の外径は25㎜以上とする。

イ 円の縁の幅は、円の外径の とする。
１
｜


ウ ＪＡＳの文字の高さは、円の外径の とする。
３
｜


エ 等級の文字の高さは、円の外径の とする。
２
｜
５

オ 認定機関名は、略称を記載することができる。

(6) 乙種たて継ぎ材 ［新設］

ア 円の外径は25㎜以上とする。

イ 円の縁の幅は、円の外径の とする。
１
｜


Ｂ等 級等 級

ＡＢ

等 級等 級
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ウ ＪＡＳの文字の高さは、円の外径の とする。
３
｜


エ 等級の文字の高さは、円の外径の とする。
２
｜
５

オ 等級を表わす文字は、コンストラクションにあっては「ＣＯＮＳＴ」と、スタンダードに

あっては「ＳＴＡＮＤ」と、ユティリティにあっては「ＵＴＩＬ」とする。

カ 認定機関名は、略称を記載することができる。

(7) ＭＳＲたて継ぎ材 ［新設］

ア 円の外径は、25mm以上とする。

イ 円の縁の幅は、円の外径の とする。
１
｜


ウ ＪＡＳの文字の高さは、円の外径の とする。
３
｜


エ 認定機関名は、略称を記載することができる。

２ 表示の方法 ２ 表示の方法

各本ごとに、材面の見やすい箇所に付すること。 各本又は各枚ごとに、材面の見やすい箇所に付すること。


